
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例       

Ｑ：中小企業者等の少額減価償却資産の取

得価額の損金算入の特例が一部改正になった

そうですが、どの様になったのですか？                           

                                              

Ａ：常時使用する従業員の数が1,000人以

下の法人に限定されました。  

【解説】  

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価

額の損金算入の特例とは、中小企業者が平成

18年４月１日までの間に、取得価額が30万円

未満の減価償却資産を取得した場合には、そ

の取得した事業年度において、取得価額の全

額(年間300万円が限度)が損金の額に算入で

きるという制度です。制度の対象となる中小

企業者等について、平成28年度の税制改正で、

常時使用する従業員の数が1,000人以下の法

人に限定されました。  

1,000人以下の期間と1,000人を超える期間

とがある場合は、1,000人以下の期間に取得し

た減価償却資産は適用が受けられ、1,000人を

超える期間に取得したものは適用を受けられ

ないのですが、従業員基準については、事務

負担を考慮して、事業年度終了の日の現況に

よって判断することが認められています。  

また、常時使用する従業員とは、雇用形態

が常用であると日雇いであるとを問わず、常

時就労している職員、工員等(役員を除く)の

総数により判定することとされています。  

Ｒ Ｅ  Ｄ Ａ Ｓ  
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ

Ａ 

１９９４年 １月 ６日 創 刊 ・毎 日 発 行  

リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ Ｆ Ａ Ｘ ニ ュ ー ス  

（２０１７年）平成２９年   月   日 火曜日 ９
 

５

発行所 株式会社 
大阪市中央区備後町２－４－６ 
編集発行人：税理士 三輪 厚二  

Tel  ：06-6209-7678

Fax ：06-6209-8145ＦＰシミュレション― 

第 

 

5 7 8 9  

 

号 

ホーム ＞ リーダァスクラブ ＞ バックナンバー 

三輪厚二税理士事務所／顧問料不要の三輪会計事務所（編集・発行：税理士 三輪厚二）

大阪市中央区備後町 2-4-6  TEL：06-6209-7191  WEB：http://www.zeirishi-miwa.co.jp  

お見積り・お問合せ：http://www.zeirishi-miwa.co.jp/toiawase.html

http://www.zeirishi-miwa.co.jp/
http://www.zeirishi-miwa.co.jp/readasclub/index.html
http://www.zeirishi-miwa.co.jp/readasclub/backno.html

